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� 2026年3月18日
� アガルートアカデミー

お客様各位

　この度は、アガルートアカデミーの講座をご受講いただきまして誠にありがとうございます。
　以下のテキストに、改正により変更又は削除された事項及び内容の不適切な事項が一部掲載されておりましたので、
訂正の上ご利用いただきますようお願い申し上げます。
　ご迷惑をおかけしますことを謹んでお詫び申し上げます。
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22026 総合講義　（入門総合講義テキスト） 民法

2026総合講義　（入門総合講義テキスト） 

民法

頁 訂正箇所 誤 正 更新日

14 上から３行目 一部の行為（単に利益を得、又は 一部の行為（単に権利を得、又は 24/9/11

19 下から２行目 cf．詐欺による取消しから生じた原状回復請求権は、取消しのと
きから 10年で消滅時効にかかる。126 条の５年の期間制限に
は服さない

cf．詐欺による取消しから生じた原状回復請求権は、取消しのと
きから５年で消滅時効にかかる。126 条の５年の期間制限に
は服さない

25/12/10

44 「カ　損害賠償」の２行目 少なくとも善意・無重過失の相手方は、 少なくとも善意・無過失の相手方は、 25/4/17

65 表「代理と詐欺」の行「②」
の列「処理」

相手方は取り消すことができる
（101 Ⅱ：大判明 39.3.31、大判昭 7.3.5）

相手方は取り消すことができる
（96Ⅰ：大判明 39.3.31、大判昭 7.3.5）

26/3/18

74 「⑵　要件」の③のcf． cf．催告をした上で、表権代理の主張をすることもできる cf．催告をした上で、表見代理の主張をすることもできる 24/5/22

85 側注３行目 抵当権そのものの消滅
時効の援用については、第
三債務者はできるが（大判
昭 15.11.26）、物上保証人
は不可（396）

抵当権そのものの消滅
時効の援用については、第
三取得者はできるが（大判
昭 15.11.26）、物上保証人
は不可（396）

　

24/5/22

86 「⑴　遡及効がある（144）」の
２行目

→取得時効：事項の基礎たる事実の開始時（最判昭 35.7.27） →取得時効：時効の基礎たる事実の開始時（最判昭 35.7.27） 24/7/31

87 「論点・時効学説」の「問題
の所在」２行目

（「取得」（162）・「消滅」（167）の文言） （「取得」（162）・「消滅」（166）の文言） 25/9/10

100 下から４行目 権利を行使することができることを知った時（166 Ⅰ②） 権利を行使することができることを知った時（166 Ⅰ①） 24/5/22

100 下から１行目 知った時（債権者が誰であるかを知ったことをも含む） 知った時（債務者が誰であるかを知ったことをも含む） 24/5/22

112 下から１～２行目 →Ｂを相手方とする
※　Ｃは賃借人であり、乙建物の処分権限を有しない

→Ｂ及びＣを相手方とする 25/12/10

165 「２．共有者の権利」⑴の４
行目

cf．共有物全体を処分することはできない（251） cf．共有物全体を処分することはできない（251 Ⅰ） 24/5/22

173 「⑴　所有者不明土地管理人
の権限」の１～２行目

　所在者不明土地管理人が選任された場合、所在者不明土地管理
命令の対象とされた土地等の管理処分権は、所在者不明土地管理
人に専属する

　所有者不明土地管理人が選任された場合、所有者不明土地管理
命令の対象とされた土地等の管理処分権は、所有者不明土地管理
人に専属する

25/6/18



32026 総合講義　（入門総合講義テキスト） 民法

頁 訂正箇所 誤 正 更新日

174 側注１行目 25/6/18

189 表のタイトル 法定担保物権と約定担保物件の比較 法定担保物権と約定担保物権の比較 25/5/21

235 上から３つ目の側注の下から
２行目

る（大決昭 7.8.9、 る（大決昭 7.8.29、 25/2/26

254 下から５行目 保証人に当該恨抵当権が一部移転し 保証人に当該根抵当権が一部移転し 24/11/6

295 上から５つ目の側注10行目 えに借入れ今が責任 えに借入金が責任 24/10/16

354 上から２つ目の側注 連帯保証人の 1 人が債
権者に対して反対債権を
有している場合（相殺権を
援用していない場合に限
る）には、他の連帯保証人
も、その反対債権の限度
で、履行を拒むことができ
る（439 Ⅱ）

〈削除〉 25/2/26

390 上から７行目 cf．追完請求、損害賠償請求は認められていない（損害賠償請求
については、568 Ⅲが債務者が物又は権利の不存在・不適合
を知りながら申し出なかったとき、債権者が物又は権利の不存
在・不適合を知りながら競売を請求したときに例外を認めてい
る）

cf．追完請求、損害賠償請求は認められていない（損害賠償請求
については、568 Ⅲが債務者が物又は権利の不存在を知りな
がら申し出なかったとき、債権者が物又は権利の不存在を知り
ながら競売を請求したときに例外を認めている）

25/4/17

426 「３．委任契約の効力」の⑵

のアのウ

ウ　受任者の責めに帰すべからざる事由により履行の途中で終了
したとき

ウ　委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務
の履行をすることができなくなったとき又は委任が履行の中途
で終了したとき

25/8/13

429 「４．効力」の⑵のウのイ イ　受寄者の責めに帰すべからざる事由により履行の途中で終了
したとき

イ　寄託者の責めに帰することができない事由によって寄託事務
の履行をすることができなくなったとき又は寄託が履行の中途
で終了したとき

25/8/13

431 「２．法的性質」の本文３～
４行目

適用がない（677 の 2） 適用がない（667 の 2） 26/3/18

所在者不明土地管理人
とは異なり、土地等の管理
処分権は、管理不全土地管
理人に専属しない

所有者不明土地管理人
とは異なり、土地等の管理
処分権は、管理不全土地管
理人に専属しない



42026 総合講義　（入門総合講義テキスト） 不動産登記法　上巻

頁 訂正箇所 誤 正 更新日

441 「１．意義」の本文３～７行
目

ex．売買契約に基づいて双方の履行がされた後に、その契約が詐
欺により取り消された場合、財貨移転を基礎付ける契約が遡及
的に無効となっている

　→�売主は売買代金を、買主は売買目的物を所持するための法律
上の根拠を失うため、これらを不当利得として返還させる

〈削除〉 25/11/12

482
483

下から２行目 ∵　父の死後、強制認知により準正が生じても、認知の時から準
正の効果が生ずると、その子は非嫡出子としての相続分を受け
るだけで、認知が父母の死亡の前か後かにより相続分に違いが
生ずることになってしまう

〈削除〉 25/3/19

484 「２．養子」の⑴のイのウの
１～２行目

ⅰ　配偶者のある者が成年者を養子とするには、原則として配偶
者の同意が必要（796）

ⅰ　配偶者のある者が縁組をするには、原則として配偶者の同意
が必要（796）

25/8/13

不動産登記法　上巻

頁 訂正箇所 誤 正 更新日

17 アの⑧～⑮ ⑧登記事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された
登記の回復登記（規３③）

⑨所有権以外の権利を目的とする権利に関する登記（規３④）
⑩所有権以外の権利を目的とする処分の制限の登記（規３④）
⑪所有権以外の権利の移転の登記（規３⑤）
⑫権利消滅の定めの登記（規３⑥）
⑬共同抵当における次順位の抵当権者の代位の登記（規３⑦）
⑭抵当証券の作成・交付の登記（規３⑧）
⑮買戻特約の登記（規３⑨）

⑧登記事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された
登記の回復登記（規３④）

⑨所有権以外の権利を目的とする権利に関する登記（規３⑤）
⑩所有権以外の権利を目的とする処分の制限の登記（規３⑤）
⑪所有権以外の権利の移転の登記（規３⑥）
⑫権利消滅の定めの登記（規３⑦）
⑬共同抵当における次順位の抵当権者の代位の登記（規３⑧）
⑭抵当証券の作成・交付の登記（規３⑨）
⑮買戻特約の登記（規３⑩）

26/3/18

80 小見出し「キ」 キ　遺産分割による贈与 カ　遺産分割による贈与 24/11/6

80 小見出し「ク」の見出し及び
本文すべて

ク　共同相続登記の有無による登記申請手続の差異
　　共同相続人ＡＢ間において、甲土地はＡが取得…〈以下略〉

〈削除〉 25/9/10

81 小見出し「ケ」 ケ　相続登記に関する発展知識 キ　相続登記に関する発展知識 25/9/10
89 最終行 （規３⑤参照） （規３⑥参照） 26/3/18
115 上から６行目 （規３⑥） （規３⑦） 26/3/18

136 「３．申請人」の本文１～２
行目

旧代表者を登記義務者とする同申請による（60） 旧代表者を登記義務者とする共同申請による（60） 24/11/6



52026 総合講義　（入門総合講義テキスト） 不動産登記法　上巻

頁 訂正箇所 誤 正 更新日
174 下から７～６行目 （規３⑨） （規３⑩） 26/3/18
178 最終行 （規３⑨） （規３⑩） 26/3/18
179 「５．登記の実行」の１行目 （規３⑤） （規３⑥） 26/3/18
197 最終行 （規３⑥） （規３⑦） 26/3/18
200 最終行 （規３④） （規３⑤） 26/3/18
209 最終行 （規３⑤） （規３⑥） 26/3/18
211 最終行 （規３⑤） （規３⑥） 26/3/18
216 「３．登記の実行」の２行目 （規３⑤） （規３⑥） 26/3/18
219 「３．登記の実行」の１行目 （規３⑦） （規３⑧） 26/3/18

151 「⑴　意義」の１つ目の「ex.」
の２行目

その後、Ｂは不動産を取得し その後、Ａは不動産を取得し 24/11/6

242 「２．転抵当」の⑴②の３行
目

→登記原因＝「年月日金銭消費貸借債権額１億円のうち 5,000
万円年月日設定」

→登記原因＝「年月日金銭消費貸借金１億円のうち金 5,000 
万円年月日設定」

25/12/10

242 「２．転抵当」の⑴③の３行
目

→登記の目的＝「１番抵当権の一部（金１億円のうち 5,000
万円分）転抵当」

→登記の目的＝「１番抵当権の一部（金１億円のうち金 5,000
万円分）転抵当」

25/12/10

244 「⑶　登記の実行」の１行目 、規３④） 、規３⑤） 26/3/18
245 最終行 、規３④） 、規３⑤） 26/3/18
247 「⑶　登記の実行」の１行目 、規３④） 、規３⑤） 26/3/18

284 「先例　平8.4.23民三814号」
の本文１行目

抵当証券が発行されている共同担保物権の一部について 抵当証券が発行されている共同担保物件の一部について 25/5/21

295 「⑸　登記の実行」の３行目 （規３④） （規３⑤） 26/3/18
305 「⑷　登記の実行」の１行目 （規３⑤） （規３⑥） 26/3/18
310 「⑷　登記の実行」の１行目 （規３⑤） （規３⑥） 26/3/18
312 「⑸　登記の実行」の１行目 （規３⑤） （規３⑥） 26/3/18
315 「４．登記の実行」の１行目 （規３⑤） （規３⑥） 26/3/18
334 最終行 （規３⑤） （規３⑥） 26/3/18
344 「⑶　登記の実行」の１行目 （規３⑤） （規３⑥） 26/3/18
362 「⑶　登記の実行」の１行目 （規３④） （規３⑤） 26/3/18



62026 総合講義　（入門総合講義テキスト） 不動産登記法　下巻

不動産登記法　下巻

頁 訂正箇所 誤 正 更新日
18 最終行 （規３⑤） （規３⑥） 26/3/18

23 「３．付記登記による実行」
の３行目

（規３⑤） （規３⑥） 26/3/18

45 「⑶　申請人」の本文１行目 登記権利者、仮登記名義人を登記義務者とする共同申請 登記権利者、所有権登記名義人を登記義務者とする共同申請 25/5/21
67 「３．登記の実行」の５行目 （規３③） （規３④） 26/3/18
73 「３．登記の実行」の３行目 （規３④） （規３⑤） 26/3/18
77 「⑶　登記の実行」の４行目 （規３④） （規３⑤） 26/3/18

80 「第２．先取特権移転」の１．
⑵の∵

∵　債権者保護のための法定担保物件＝ ∵　債権者保護のための法定担保物権＝ 25/5/21

81 「⑶　登記の実行」の１行目 （規３⑤） （規３⑥） 26/3/18
82 最終行 （規３⑤） （規３⑥） 26/3/18

91 表「横断整理！ 用益権の登
記事項」の行「配偶者居住権」
の右から１列目

債
権

賃借権 不可
借地権注意

不可 任意
必要
賃料

任意
任意

許容特約

配偶者
居住権 不可 不可 必要 不可 不可

任意
認容特約

債
権

賃借権 不可
借地権注意

不可 任意
必要
賃料

任意
任意

許容特約

配偶者
居住権 不可 不可 必要 不可 不可

任意
認容特約※

※第三者に居住建物の使用又は収益をさせることを許す旨の定め

25/6/20

100 最終行 （規３⑤） （規３⑥） 26/3/18
102 上から６行目 （規３⑤） （規３⑥） 26/3/18
103 「⑶　登記の実行」の２行目 （規３⑤） （規３⑥） 26/3/18
116 最終行 （規３⑤） （規３⑥） 26/3/18
123 上から11行目 （規３④） （規３⑤） 26/3/18
135 上から３～４行目 （規３④） （規３⑤） 26/3/18
140 最終行 （規３⑤） （規３⑥） 26/3/18

188 「先例　判決による登記の可
否」の③４行目

∵�　判決による登記であっても、是正前後に同一性が ∵�　判決による登記であっても、更正前後に同一性が 25/2/26

192 上から３行目 判決がなされた場合、支払を受けた後、 判決がなされた場合、支払を行った後、 26/3/18



72026 総合講義　（入門総合講義テキスト） 商業登記法

頁 訂正箇所 誤 正 更新日

278 表「登録免許税の端数処理」
の下５行

　　土地と建物の税額を足し、下２桁を「00」にして「合計」に記入
◆登録免許税

土 　　地 金 48,000 円
建 　　物 金 29,600 円
合 　　計 金 77,600 円

　　土地と建物の税額を足し、下２桁を「00」にして「合計」に記入
　　　 　　48,090 円＋ 29,600 円＝ 77,690 円

合 　　計 金 77,600 円

25/9/10

312 表「審査請求の横断整理」の
行「登記官 供託官」の
列「不動産登記」の２行目

登記官
供託官

理由あり：相当の処分

＋審査請求人に通知

理由なし：３日以内に審査庁に送付
理由なし：

５日以内に審査庁に送付

登記官
供託官

理由あり：相当の処分

＋審査請求人に通知 ＋審査請求人に通知

理由なし：３日以内に審査庁に送付
理由なし：

５日以内に審査庁に送付

25/12/10

会社法

頁 訂正箇所 誤 正 更新日

170 小見出し エ　種類株主総会
　 …

オ　払込み

オ　種類株主総会
　 …

カ　払込み

25/6/18

291 「１．場屋営業者」の本文３
～６行目

損害賠償責任を免れることができない（594 Ⅰ）。なお、高価品
については、客がその種類及び価格を明告してこれを場屋の主人
に寄託した場合でなければ、主人はその物品の滅失又は毀損につ
いての損害を賠償する責任を負わない（595）

損害賠償責任を免れることができない（596 Ⅰ）。なお、高価品
については、客がその種類及び価格を明告してこれを場屋の主人
に寄託した場合でなければ、主人はその物品の滅失又は毀損につ
いての損害を賠償する責任を負わない（597）

25/11/12

商業登記法

頁 訂正箇所 誤 正 更新日

9 （注２）下の表の欠格事由の
※書き末尾

※�右の者は、証明及び鑑定評価をすることができない（会 33 ⅩⅠ） ※�右の者は、証明及び鑑定評価をすることができない（会 33 Ⅺ） 25/7/9

140 「３．効力の発生」の本文３
～４行目

株式会社は、権利行使期間の初日の２週間前までに、 株式会社は、効力発生日後遅滞なく、 25/7/9



82026 総合講義　（入門総合講義テキスト） 商業登記法

頁 訂正箇所 誤 正 更新日

220 表「取締役・代表取締役の就
任登記の添付書類まとめ」の
ヘッダ行

取締役非設置会社

取締役会
設置会社各自代表

定款で代
表を定め
た場合

株主総会
で代表を
定めた場
合

互選にて
代表を定
めた場合

取締役会非設置会社

取締役会
設置会社各自代表

定款で代
表を定め
た場合

株主総会
で代表を
定めた場
合

互選にて
代表を定
めた場合

25/9/10

486

～

487

表「印鑑届書記載事項等一覧
表」の列「印鑑提出者」の左
に１列追加

印鑑届書記載事項等一覧表
印鑑提出者

商号使用者

未成年者

後見人（法人であ
る場合を除く。）

支配人を選任した
商人（会社である
場合を除く。）

支配人

後見人である法人
の代表者
（当該代表者が法人
である場合にあっ
ては、当該後見人
である法人の代表
者の職務を行うべ
き者）

会社の代表者
（法人である場合を
除く。）

会社の代表者が法
人である場合にお
けるその職務を行
うべき者（当該法
人の代表者に限
る。）

印鑑届書記載事項等一覧表

印鑑提出者
⑴ 商号使用者

⑵ 未成年者

⑶ 後見人（法人であ
る場合を除く。）

⑷ 支配人を選任した
商人（会社である
場合を除く。）

⑸ 支配人

⑹ 後見人である法人
の代表者
（当該代表者が法人
である場合にあっ
ては、当該後見人
である法人の代表
者の職務を行うべ
き者）

⑺ 会社の代表者
（法人である場合を
除く。）

⑻ 会社の代表者が法
人である場合にお
けるその職務を行
うべき者（当該法
人の代表者に限
る。）

25/7/9
印鑑提出者

会社の代表者が法
人である場合にお
けるその職務を行
うべき者（⑻に掲
げる者を除く。）

会社更生法による
管財人・保全管理
人、保険業法によ
る保険管理人（以
下「管財人等」と
いう。）（法人であ
る場合を除く。）

管財人等が法人で
ある場合において
当該管財人等の職
務を行うべき者と
して指名された者
（当該法人の代表者
（当該法人の代表者
が法人である場合
にあっては、当該
代表者の職務を行
うべき者）に限る。）

管財人等が法人で
ある場合において
当該管財人等の職
務を行うべき者と
して指名された者
（⑾に掲げる者を除
く。）

印鑑提出者
⑼ 会社の代表者が法

人である場合にお
けるその職務を行
うべき者（⑻に掲
げる者を除く。）

⑽ 会社更生法による
管財人・保全管理
人、保険業法によ
る保険管理人（以
下「管財人等」と
いう。）（法人であ
る場合を除く。）

⑾ 管財人等が法人で
ある場合において
当該管財人等の職
務を行うべき者と
して指名された者
（当該法人の代表者
（当該法人の代表者
が法人である場合
にあっては、当該
代表者の職務を行
うべき者）に限る。）

⑿ 管財人等が法人で
ある場合において
当該管財人等の職
務を行うべき者と
して指名された者
（⑾に掲げる者を除
く。）



92026 総合講義　（入門総合講義テキスト） 民事訴訟法・民事執行法・民事保全法

供託法・司法書士法

頁 訂正箇所 誤 正 更新日

74 小見出し「⑻」 ⑻　錯誤による弁済供託の場合〈取戻請求権〉 ⑺　錯誤による弁済供託の場合〈取戻請求権〉 25/10/22

民事訴訟法・民事執行法・民事保全法

頁 訂正箇所 誤 正 更新日

107 表
職権証拠調べ（207） できる できない

補充制 ない ない

職権証拠調べ（207） できる できない

補充性 ない ない

25/11/12

182 「第２．種類」の本文３行目 特別抗告：特に迅速に確定する必要から、 即時抗告：特に迅速に確定する必要から、 26/3/18



102026 演習総合講義　（演習総合講義テキスト）　 民法

2026演習総合講義　（演習総合講義テキスト）　

民法

頁 訂正箇所 誤 正 更新日

19 下から２行目 cf．詐欺による取消しから生じた原状回復請求権は、取消しのと
きから 10年で消滅時効にかかる。126 条の５年の期間制限に
は服さない

cf．詐欺による取消しから生じた原状回復請求権は、取消しのと
きから５年で消滅時効にかかる。126 条の５年の期間制限に
は服さない

25/12/10

65 表「代理と詐欺」の行「②」
の列「処理」

相手方は取り消すことができる
（101 Ⅱ：大判明 39.3.31、大判昭 7.3.5）

相手方は取り消すことができる
（96Ⅰ：大判明 39.3.31、大判昭 7.3.5）

26/3/18

87 「論点・時効学説」の「問題
の所在」２行目

（「取得」（162）・「消滅」（167）の文言） （「取得」（162）・「消滅」（166）の文言） 25/9/10

112 下から１～２行目 →Ｂを相手方とする
※　Ｃは賃借人であり、乙建物の処分権限を有しない

→Ｂ及びＣを相手方とする 25/12/10

173 「⑴　所有者不明土地管理人
の権限」の１～２行目

　所在者不明土地管理人が選任された場合、所在者不明土地管理
命令の対象とされた土地等の管理処分権は、所在者不明土地管理
人に専属する

　所有者不明土地管理人が選任された場合、所有者不明土地管理
命令の対象とされた土地等の管理処分権は、所有者不明土地管理
人に専属する

25/6/18

174 側注１行目 25/6/18

426 「３．委任契約の効力」の⑵

のアのウ

ウ　受任者の責めに帰すべからざる事由により履行の途中で終了
したとき

ウ　委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務
の履行をすることができなくなったとき又は委任が履行の中途
で終了したとき

25/8/13

429 「４．効力」の⑵のウのイ イ　受寄者の責めに帰すべからざる事由により履行の途中で終了
したとき

イ　寄託者の責めに帰することができない事由によって寄託事務
の履行をすることができなくなったとき又は寄託が履行の中途
で終了したとき

25/8/13

431 「２．法的性質」の本文３～
４行目

適用がない（677 の 2） 適用がない（667 の 2） 26/3/18

所在者不明土地管理人
とは異なり、土地等の管理
処分権は、管理不全土地管
理人に専属しない

所有者不明土地管理人
とは異なり、土地等の管理
処分権は、管理不全土地管
理人に専属しない



112026 演習総合講義　（演習総合講義テキスト）　 不動産登記法　上巻

頁 訂正箇所 誤 正 更新日

441 「１．意義」の本文３～７行
目

ex．売買契約に基づいて双方の履行がされた後に、その契約が詐
欺により取り消された場合、財貨移転を基礎付ける契約が遡及
的に無効となっている

　→�売主は売買代金を、買主は売買目的物を所持するための法律
上の根拠を失うため、これらを不当利得として返還させる

〈削除〉 25/11/12

484 「２．養子」の⑴のイのウの

１～２行目

ⅰ　配偶者のある者が成年者を養子とするには、原則として配偶
者の同意が必要（796）

ⅰ　配偶者のある者が縁組をするには、原則として配偶者の同意
が必要（796）

25/8/13

不動産登記法　上巻

頁 訂正箇所 誤 正 更新日

17 アの⑧～⑮ ⑧登記事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された
登記の回復登記（規３③）

⑨所有権以外の権利を目的とする権利に関する登記（規３④）
⑩所有権以外の権利を目的とする処分の制限の登記（規３④）
⑪所有権以外の権利の移転の登記（規３⑤）
⑫権利消滅の定めの登記（規３⑥）
⑬共同抵当における次順位の抵当権者の代位の登記（規３⑦）
⑭抵当証券の作成・交付の登記（規３⑧）
⑮買戻特約の登記（規３⑨）

⑧登記事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された
登記の回復登記（規３④）

⑨所有権以外の権利を目的とする権利に関する登記（規３⑤）
⑩所有権以外の権利を目的とする処分の制限の登記（規３⑤）
⑪所有権以外の権利の移転の登記（規３⑥）
⑫権利消滅の定めの登記（規３⑦）
⑬共同抵当における次順位の抵当権者の代位の登記（規３⑧）
⑭抵当証券の作成・交付の登記（規３⑨）
⑮買戻特約の登記（規３⑩）

26/3/18

80 小見出し「キ」の見出し及び
本文すべて

キ　共同相続登記の有無による登記申請手続の差異
　　共同相続人ＡＢ間において、甲土地はＡが取得…〈以下略〉

〈削除〉 25/9/18

81 小見出し「ク」 ク　相続登記に関する発展知識 キ　相続登記に関する発展知識 25/9/10
89 最終行 （規３⑤参照） （規３⑥参照） 26/3/18
115 上から６行目 （規３⑥） （規３⑦） 26/3/18
174 下から７～６行目 （規３⑨） （規３⑩） 26/3/18
178 最終行 （規３⑨） （規３⑩） 26/3/18
179 「５．登記の実行」の１行目 （規３⑤） （規３⑥） 26/3/18
197 最終行 （規３⑥） （規３⑦） 26/3/18
200 最終行 （規３④） （規３⑤） 26/3/18
209 最終行 （規３⑤） （規３⑥） 26/3/18
211 最終行 （規３⑤） （規３⑥） 26/3/18



122026 演習総合講義　（演習総合講義テキスト）　 不動産登記法　下巻

頁 訂正箇所 誤 正 更新日
216 「３．登記の実行」の２行目 （規３⑤） （規３⑥） 26/3/18
219 「３．登記の実行」の１行目 （規３⑦） （規３⑧） 26/3/18

242 「２．転抵当」の⑴②の３行
目

→登記原因＝「年月日金銭消費貸借債権額１億円のうち 5,000
万円年月日設定」

→登記原因＝「年月日金銭消費貸借金１億円のうち金 5,000 
万円年月日設定」

25/12/10

242 「２．転抵当」の⑴③の３行
目

→登記の目的＝「１番抵当権の一部（金１億円のうち 5,000
万円分）転抵当」

→登記の目的＝「１番抵当権の一部（金１億円のうち金 5,000
万円分）転抵当」

25/12/10

244 「⑶　登記の実行」の１行目 、規３④） 、規３⑤） 26/3/18
245 最終行 、規３④） 、規３⑤） 26/3/18
247 「⑶　登記の実行」の１行目 、規３④） 、規３⑤） 26/3/18
295 「⑸　登記の実行」の３行目 （規３④） （規３⑤） 26/3/18
305 「⑷　登記の実行」の１行目 （規３⑤） （規３⑥） 26/3/18
310 「⑷　登記の実行」の１行目 （規３⑤） （規３⑥） 26/3/18
312 「⑸　登記の実行」の１行目 （規３⑤） （規３⑥） 26/3/18
315 「４．登記の実行」の１行目 （規３⑤） （規３⑥） 26/3/18
334 最終行 （規３⑤） （規３⑥） 26/3/18
344 「⑶　登記の実行」の１行目 （規３⑤） （規３⑥） 26/3/18
362 「⑶　登記の実行」の１行目 （規３④） （規３⑤） 26/3/18

不動産登記法　下巻

頁 訂正箇所 誤 正 更新日
18 最終行 （規３⑤） （規３⑥） 26/3/18
23 「３．付記登記による実行」

の３行目
（規３⑤） （規３⑥） 26/3/18

67 「３．登記の実行」の５行目 （規３③） （規３④） 26/3/18
73 「３．登記の実行」の３行目 （規３④） （規３⑤） 26/3/18
77 「⑶　登記の実行」の４行目 （規３④） （規３⑤） 26/3/18
81 「⑶　登記の実行」の１行目 （規３⑤） （規３⑥） 26/3/18
82 最終行 （規３⑤） （規３⑥） 26/3/18



132026 演習総合講義　（演習総合講義テキスト）　 会社法

頁 訂正箇所 誤 正 更新日

91 表「横断整理！ 用益権の登
記事項」の行「配偶者居住権」
の右から１列目

債
権

賃借権 不可
借地権注意

不可 任意
必要
賃料

任意
任意

許容特約

配偶者
居住権 不可 不可 必要 不可 不可

認容特約
※

※第三者に居住建物の使用又は収益をさせることを許す旨の定め

債
権

賃借権 不可
借地権注意

不可 任意
必要
賃料

任意
任意

許容特約

配偶者
居住権 不可 不可 必要 不可 不可

任意
認容特約※

※第三者に居住建物の使用又は収益をさせることを許す旨の定め

25/6/20

100 最終行 （規３⑤） （規３⑥） 26/3/18
102 上から６行目 （規３⑤） （規３⑥） 26/3/18
103 「⑶　登記の実行」の２行目 （規３⑤） （規３⑥） 26/3/18
116 最終行 （規３⑤） （規３⑥） 26/3/18
123 上から11行目 （規３④） （規３⑤） 26/3/18
135 上から３～４行目 （規３④） （規３⑤） 26/3/18
140 最終行 （規３⑤） （規３⑥） 26/3/18
192 上から３行目 判決がなされた場合、支払を受けた後、 判決がなされた場合、支払を行った後、 26/3/18

278 表「登録免許税の端数処理」
の下５行

　　土地と建物の税額を足し、下２桁を「00」にして「合計」に記入
◆登録免許税

土 　　地 金 48,000 円
建 　　物 金 29,600 円
合 　　計 金 77,600 円

　　土地と建物の税額を足し、下２桁を「00」にして「合計」に記入
　　　 　　48,090 円＋ 29,600 円＝ 77,690 円

合 　　計 金 77,600 円

25/9/10

312 表「審査請求の横断整理」の
行「登記官 供託官」の
列「不動産登記」の２行目

登記官
供託官

理由あり：相当の処分

＋審査請求人に通知

理由なし：３日以内に審査庁に送付
理由なし：

５日以内に審査庁に送付

登記官
供託官

理由あり：相当の処分

＋審査請求人に通知 ＋審査請求人に通知

理由なし：３日以内に審査庁に送付
理由なし：

５日以内に審査庁に送付

25/12/10

会社法

頁 訂正箇所 誤 正 更新日

170 小見出し エ　種類株主総会

　 …

オ　払込み

オ　種類株主総会

　 …

カ　払込み

25/6/18

291 「１．場屋営業者」の本文３
～６行目

損害賠償責任を免れることができない（594 Ⅰ）。なお、高価品
については、客がその種類及び価格を明告してこれを場屋の主人
に寄託した場合でなければ、主人はその物品の滅失又は毀損につ
いての損害を賠償する責任を負わない（595）

損害賠償責任を免れることができない（596 Ⅰ）。なお、高価品
については、客がその種類及び価格を明告してこれを場屋の主人
に寄託した場合でなければ、主人はその物品の滅失又は毀損につ
いての損害を賠償する責任を負わない（597）

25/11/12



142026 演習総合講義　（演習総合講義テキスト）　 商業登記法

商業登記法

頁 訂正箇所 誤 正 更新日

9 （注２）下の表の欠格事由の
※書き末尾

※�右の者は、証明及び鑑定評価をすることができない（会 33 ⅩⅠ） ※�右の者は、証明及び鑑定評価をすることができない（会 33 Ⅺ） 25/7/9

140 「３．効力の発生」の本文３
～４行目

株式会社は、権利行使期間の初日の２週間前までに、 株式会社は、効力発生日後遅滞なく、 25/7/9

220 表「取締役・代表取締役の就
任登記の添付書類まとめ」の
ヘッダ行

取締役非設置会社

取締役会
設置会社各自代表

定款で代
表を定め
た場合

株主総会
で代表を
定めた場
合

互選にて
代表を定
めた場合

取締役会非設置会社

取締役会
設置会社各自代表

定款で代
表を定め
た場合

株主総会
で代表を
定めた場
合

互選にて
代表を定
めた場合

25/9/10



152026 演習総合講義　（演習総合講義テキスト）　 供託法・司法書士法

頁 訂正箇所 誤 正 更新日

486
～

487

表「印鑑届書記載事項等一覧
表」の列「印鑑提出者」の左
に１列追加

印鑑届書記載事項等一覧表
印鑑提出者

商号使用者

未成年者

後見人（法人であ
る場合を除く。）

支配人を選任した
商人（会社である
場合を除く。）

支配人

後見人である法人
の代表者
（当該代表者が法人
である場合にあっ
ては、当該後見人
である法人の代表
者の職務を行うべ
き者）

会社の代表者
（法人である場合を
除く。）

会社の代表者が法
人である場合にお
けるその職務を行
うべき者（当該法
人の代表者に限
る。）

印鑑届書記載事項等一覧表

印鑑提出者
⑴ 商号使用者

⑵ 未成年者

⑶ 後見人（法人であ
る場合を除く。）

⑷ 支配人を選任した
商人（会社である
場合を除く。）

⑸ 支配人

⑹ 後見人である法人
の代表者
（当該代表者が法人
である場合にあっ
ては、当該後見人
である法人の代表
者の職務を行うべ
き者）

⑺ 会社の代表者
（法人である場合を
除く。）

⑻ 会社の代表者が法
人である場合にお
けるその職務を行
うべき者（当該法
人の代表者に限
る。）

25/7/9

供託法・司法書士法

頁 訂正箇所 誤 正 更新日

74 小見出し「⑻」 ⑻　錯誤による弁済供託の場合〈取戻請求権〉 ⑺　錯誤による弁済供託の場合〈取戻請求権〉 25/10/22

印鑑提出者
会社の代表者が法
人である場合にお
けるその職務を行
うべき者（⑻に掲
げる者を除く。）

会社更生法による
管財人・保全管理
人、保険業法によ
る保険管理人（以
下「管財人等」と
いう。）（法人であ
る場合を除く。）

管財人等が法人で
ある場合において
当該管財人等の職
務を行うべき者と
して指名された者
（当該法人の代表者
（当該法人の代表者
が法人である場合
にあっては、当該
代表者の職務を行
うべき者）に限る。）

管財人等が法人で
ある場合において
当該管財人等の職
務を行うべき者と
して指名された者
（⑾に掲げる者を除
く。）

印鑑提出者
⑼ 会社の代表者が法

人である場合にお
けるその職務を行
うべき者（⑻に掲
げる者を除く。）

⑽ 会社更生法による
管財人・保全管理
人、保険業法によ
る保険管理人（以
下「管財人等」と
いう。）（法人であ
る場合を除く。）

⑾ 管財人等が法人で
ある場合において
当該管財人等の職
務を行うべき者と
して指名された者
（当該法人の代表者
（当該法人の代表者
が法人である場合
にあっては、当該
代表者の職務を行
うべき者）に限る。）

⑿ 管財人等が法人で
ある場合において
当該管財人等の職
務を行うべき者と
して指名された者
（⑾に掲げる者を除
く。）



162026 演習総合講義　（演習総合講義テキスト）　 民事訴訟法・民事執行法・民事保全法

民事訴訟法・民事執行法・民事保全法

頁 訂正箇所 誤 正 更新日

107 表
職権証拠調べ（207） できる できない

補充制 ない ない

職権証拠調べ（207） できる できない

補充性 ない ない

25/11/12

182 「第２．種類」の本文３行目 特別抗告：特に迅速に確定する必要から、 即時抗告：特に迅速に確定する必要から、 26/3/18



172026 速習総合講義　（速習総合講義テキスト）　 民法

2026速習総合講義　（速習総合講義テキスト）　

民法

頁 訂正箇所 誤 正 更新日

19 下から２行目 cf．詐欺による取消しから生じた原状回復請求権は、取消しのと
きから 10年で消滅時効にかかる。126 条の５年の期間制限に
は服さない

cf．詐欺による取消しから生じた原状回復請求権は、取消しのと
きから５年で消滅時効にかかる。126 条の５年の期間制限に
は服さない

25/12/10

65 表「代理と詐欺」の行「②」
の列「処理」

相手方は取り消すことができる
（101 Ⅱ：大判明 39.3.31、大判昭 7.3.5）

相手方は取り消すことができる
（96Ⅰ：大判明 39.3.31、大判昭 7.3.5）

26/3/18

87 「論点・時効学説」の「問題
の所在」２行目

（「取得」（162）・「消滅」（167）の文言） （「取得」（162）・「消滅」（166）の文言） 25/9/10

112 下から１～２行目 →Ｂを相手方とする
※　Ｃは賃借人であり、乙建物の処分権限を有しない

→Ｂ及びＣを相手方とする 25/12/10

173 「⑴　所有者不明土地管理人
の権限」の１～２行目

　所在者不明土地管理人が選任された場合、所在者不明土地管理
命令の対象とされた土地等の管理処分権は、所在者不明土地管理
人に専属する

　所有者不明土地管理人が選任された場合、所有者不明土地管理
命令の対象とされた土地等の管理処分権は、所有者不明土地管理
人に専属する

25/6/18

174 側注１行目 25/6/18

426 「３．委任契約の効力」の⑵

のアのウ

ウ　受任者の責めに帰すべからざる事由により履行の途中で終了
したとき

ウ　委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務
の履行をすることができなくなったとき又は委任が履行の中途
で終了したとき

25/8/13

429 「４．効力」の⑵のウのイ イ　受寄者の責めに帰すべからざる事由により履行の途中で終了
したとき

イ　寄託者の責めに帰することができない事由によって寄託事務
の履行をすることができなくなったとき又は寄託が履行の中途
で終了したとき

25/8/13

431 「２．法的性質」の本文３～
４行目

適用がない（677 の 2） 適用がない（667 の 2） 26/3/18

所在者不明土地管理人
とは異なり、土地等の管理
処分権は、管理不全土地管
理人に専属しない

所有者不明土地管理人
とは異なり、土地等の管理
処分権は、管理不全土地管
理人に専属しない



182026 速習総合講義　（速習総合講義テキスト）　 不動産登記法　上巻

頁 訂正箇所 誤 正 更新日

441 「１．意義」の本文３～７行
目

ex．売買契約に基づいて双方の履行がされた後に、その契約が詐
欺により取り消された場合、財貨移転を基礎付ける契約が遡及
的に無効となっている

　→�売主は売買代金を、買主は売買目的物を所持するための法律
上の根拠を失うため、これらを不当利得として返還させる

〈削除〉 25/11/12

484 「２．養子」の⑴のイのウの

１～２行目

ⅰ　配偶者のある者が成年者を養子とするには、原則として配偶
者の同意が必要（796）

ⅰ　配偶者のある者が縁組をするには、原則として配偶者の同意
が必要（796）

25/8/13

不動産登記法　上巻

頁 訂正箇所 誤 正 更新日

17 アの⑧～⑮ ⑧登記事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された
登記の回復登記（規３③）

⑨所有権以外の権利を目的とする権利に関する登記（規３④）
⑩所有権以外の権利を目的とする処分の制限の登記（規３④）
⑪所有権以外の権利の移転の登記（規３⑤）
⑫権利消滅の定めの登記（規３⑥）
⑬共同抵当における次順位の抵当権者の代位の登記（規３⑦）
⑭抵当証券の作成・交付の登記（規３⑧）
⑮買戻特約の登記（規３⑨）

⑧登記事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された
登記の回復登記（規３④）

⑨所有権以外の権利を目的とする権利に関する登記（規３⑤）
⑩所有権以外の権利を目的とする処分の制限の登記（規３⑤）
⑪所有権以外の権利の移転の登記（規３⑥）
⑫権利消滅の定めの登記（規３⑦）
⑬共同抵当における次順位の抵当権者の代位の登記（規３⑧）
⑭抵当証券の作成・交付の登記（規３⑨）
⑮買戻特約の登記（規３⑩）

26/3/18

80 小見出し「キ」の見出し及び
本文すべて

キ　共同相続登記の有無による登記申請手続の差異
　　共同相続人ＡＢ間において、甲土地はＡが取得…〈以下略〉

〈削除〉 25/9/18

81 小見出し「ク」 ク　相続登記に関する発展知識 キ　相続登記に関する発展知識 25/9/10

89 最終行 （規３⑤参照） （規３⑥参照） 26/3/18
115 上から６行目 （規３⑥） （規３⑦） 26/3/18
174 下から７～６行目 （規３⑨） （規３⑩） 26/3/18
178 最終行 （規３⑨） （規３⑩） 26/3/18
179 「５．登記の実行」の１行目 （規３⑤） （規３⑥） 26/3/18
197 最終行 （規３⑥） （規３⑦） 26/3/18
200 最終行 （規３④） （規３⑤） 26/3/18
209 最終行 （規３⑤） （規３⑥） 26/3/18
211 最終行 （規３⑤） （規３⑥） 26/3/18



192026 速習総合講義　（速習総合講義テキスト）　 不動産登記法　下巻

頁 訂正箇所 誤 正 更新日
216 「３．登記の実行」の２行目 （規３⑤） （規３⑥） 26/3/18
219 「３．登記の実行」の１行目 （規３⑦） （規３⑧） 26/3/18

242 「２．転抵当」の⑴②の３行
目

→登記原因＝「年月日金銭消費貸借債権額１億円のうち 5,000
万円年月日設定」

→登記原因＝「年月日金銭消費貸借金１億円のうち金 5,000 
万円年月日設定」

25/12/10

242 「２．転抵当」の⑴③の３行
目

→登記の目的＝「１番抵当権の一部（金１億円のうち 5,000
万円分）転抵当」

→登記の目的＝「１番抵当権の一部（金１億円のうち金 5,000
万円分）転抵当」

25/12/10

244 「⑶　登記の実行」の１行目 、規３④） 、規３⑤） 26/3/18
245 最終行 、規３④） 、規３⑤） 26/3/18
247 「⑶　登記の実行」の１行目 、規３④） 、規３⑤） 26/3/18
295 「⑸　登記の実行」の３行目 （規３④） （規３⑤） 26/3/18
305 「⑷　登記の実行」の１行目 （規３⑤） （規３⑥） 26/3/18
310 「⑷　登記の実行」の１行目 （規３⑤） （規３⑥） 26/3/18
312 「⑸　登記の実行」の１行目 （規３⑤） （規３⑥） 26/3/18
315 「４．登記の実行」の１行目 （規３⑤） （規３⑥） 26/3/18
334 最終行 （規３⑤） （規３⑥） 26/3/18
344 「⑶　登記の実行」の１行目 （規３⑤） （規３⑥） 26/3/18
362 「⑶　登記の実行」の１行目 （規３④） （規３⑤） 26/3/18

不動産登記法　下巻

頁 訂正箇所 誤 正 更新日
18 最終行 （規３⑤） （規３⑥） 26/3/18
23 「３．付記登記による実行」

の３行目
（規３⑤） （規３⑥） 26/3/18

67 「３．登記の実行」の５行目 （規３③） （規３④） 26/3/18
73 「３．登記の実行」の３行目 （規３④） （規３⑤） 26/3/18
77 「⑶　登記の実行」の４行目 （規３④） （規３⑤） 26/3/18
81 「⑶　登記の実行」の１行目 （規３⑤） （規３⑥） 26/3/18
82 最終行 （規３⑤） （規３⑥） 26/3/18



202026 速習総合講義　（速習総合講義テキスト）　 会社法

頁 訂正箇所 誤 正 更新日

91 表「横断整理！ 用益権の登
記事項」の行「配偶者居住権」
の右から１列目

債
権

賃借権 不可
借地権注意

不可 任意
必要
賃料

任意
任意

許容特約

配偶者
居住権 不可 不可 必要 不可 不可

認容特約
※

※第三者に居住建物の使用又は収益をさせることを許す旨の定め

債
権

賃借権 不可
借地権注意

不可 任意
必要
賃料

任意
任意

許容特約

配偶者
居住権 不可 不可 必要 不可 不可

任意
認容特約※

※第三者に居住建物の使用又は収益をさせることを許す旨の定め

25/6/20

100 最終行 （規３⑤） （規３⑥） 26/3/18
102 上から６行目 （規３⑤） （規３⑥） 26/3/18
103 「⑶　登記の実行」の２行目 （規３⑤） （規３⑥） 26/3/18
116 最終行 （規３⑤） （規３⑥） 26/3/18
123 上から11行目 （規３④） （規３⑤） 26/3/18
135 上から３～４行目 （規３④） （規３⑤） 26/3/18
140 最終行 （規３⑤） （規３⑥） 26/3/18
192 上から３行目 判決がなされた場合、支払を受けた後、 判決がなされた場合、支払を行った後、 26/3/18

278 表「登録免許税の端数処理」
の下５行

　　土地と建物の税額を足し、下２桁を「00」にして「合計」に記入
◆登録免許税

土 　　地 金 48,000 円
建 　　物 金 29,600 円
合 　　計 金 77,600 円

　　土地と建物の税額を足し、下２桁を「00」にして「合計」に記入
　　　 　　48,090 円＋ 29,600 円＝ 77,690 円

合 　　計 金 77,600 円

25/9/10

312 表「審査請求の横断整理」の
行「登記官 供託官」の
列「不動産登記」の２行目

登記官
供託官

理由あり：相当の処分

＋審査請求人に通知

理由なし：３日以内に審査庁に送付
理由なし：

５日以内に審査庁に送付

登記官
供託官

理由あり：相当の処分

＋審査請求人に通知 ＋審査請求人に通知

理由なし：３日以内に審査庁に送付
理由なし：

５日以内に審査庁に送付

25/12/10

会社法

頁 訂正箇所 誤 正 更新日

170 小見出し エ　種類株主総会

　 …

オ　払込み

オ　種類株主総会

　 …

カ　払込み

25/9/17

291 「１．場屋営業者」の本文３
～６行目

損害賠償責任を免れることができない（594 Ⅰ）。なお、高価品
については、客がその種類及び価格を明告してこれを場屋の主人
に寄託した場合でなければ、主人はその物品の滅失又は毀損につ
いての損害を賠償する責任を負わない（595）

損害賠償責任を免れることができない（596 Ⅰ）。なお、高価品
については、客がその種類及び価格を明告してこれを場屋の主人
に寄託した場合でなければ、主人はその物品の滅失又は毀損につ
いての損害を賠償する責任を負わない（597）

25/11/12



212026 速習総合講義　（速習総合講義テキスト）　 商業登記法

商業登記法

頁 訂正箇所 誤 正 更新日

9 （注２）下の表の欠格事由の
※書き末尾

※�右の者は、証明及び鑑定評価をすることができない（会 33 ⅩⅠ） ※�右の者は、証明及び鑑定評価をすることができない（会 33 Ⅺ） 25/9/17

140 「３．効力の発生」の本文３
～４行目

株式会社は、権利行使期間の初日の２週間前までに、 株式会社は、効力発生日後遅滞なく、 25/9/17

220 表「取締役・代表取締役の就
任登記の添付書類まとめ」の
ヘッダ行

取締役非設置会社

取締役会
設置会社各自代表

定款で代
表を定め
た場合

株主総会
で代表を
定めた場
合

互選にて
代表を定
めた場合

取締役会非設置会社

取締役会
設置会社各自代表

定款で代
表を定め
た場合

株主総会
で代表を
定めた場
合

互選にて
代表を定
めた場合

25/9/17



222026 速習総合講義　（速習総合講義テキスト）　 供託法・司法書士法

頁 訂正箇所 誤 正 更新日

486
～

487

表「印鑑届書記載事項等一覧
表」の列「印鑑提出者」の左
に１列追加

印鑑届書記載事項等一覧表
印鑑提出者

商号使用者

未成年者

後見人（法人であ
る場合を除く。）

支配人を選任した
商人（会社である
場合を除く。）

支配人

後見人である法人
の代表者
（当該代表者が法人
である場合にあっ
ては、当該後見人
である法人の代表
者の職務を行うべ
き者）

会社の代表者
（法人である場合を
除く。）

会社の代表者が法
人である場合にお
けるその職務を行
うべき者（当該法
人の代表者に限
る。）

印鑑届書記載事項等一覧表

印鑑提出者
⑴ 商号使用者

⑵ 未成年者

⑶ 後見人（法人であ
る場合を除く。）

⑷ 支配人を選任した
商人（会社である
場合を除く。）

⑸ 支配人

⑹ 後見人である法人
の代表者
（当該代表者が法人
である場合にあっ
ては、当該後見人
である法人の代表
者の職務を行うべ
き者）

⑺ 会社の代表者
（法人である場合を
除く。）

⑻ 会社の代表者が法
人である場合にお
けるその職務を行
うべき者（当該法
人の代表者に限
る。）

25/9/17

供託法・司法書士法

頁 訂正箇所 誤 正 更新日

74 小見出し「⑻」 ⑻　錯誤による弁済供託の場合〈取戻請求権〉 ⑺　錯誤による弁済供託の場合〈取戻請求権〉 25/10/22

印鑑提出者
会社の代表者が法
人である場合にお
けるその職務を行
うべき者（⑻に掲
げる者を除く。）

会社更生法による
管財人・保全管理
人、保険業法によ
る保険管理人（以
下「管財人等」と
いう。）（法人であ
る場合を除く。）

管財人等が法人で
ある場合において
当該管財人等の職
務を行うべき者と
して指名された者
（当該法人の代表者
（当該法人の代表者
が法人である場合
にあっては、当該
代表者の職務を行
うべき者）に限る。）

管財人等が法人で
ある場合において
当該管財人等の職
務を行うべき者と
して指名された者
（⑾に掲げる者を除
く。）

印鑑提出者
⑼ 会社の代表者が法

人である場合にお
けるその職務を行
うべき者（⑻に掲
げる者を除く。）

⑽ 会社更生法による
管財人・保全管理
人、保険業法によ
る保険管理人（以
下「管財人等」と
いう。）（法人であ
る場合を除く。）

⑾ 管財人等が法人で
ある場合において
当該管財人等の職
務を行うべき者と
して指名された者
（当該法人の代表者
（当該法人の代表者
が法人である場合
にあっては、当該
代表者の職務を行
うべき者）に限る。）

⑿ 管財人等が法人で
ある場合において
当該管財人等の職
務を行うべき者と
して指名された者
（⑾に掲げる者を除
く。）



232026 速習総合講義　（速習総合講義テキスト）　 民事訴訟法・民事執行法・民事保全法

民事訴訟法・民事執行法・民事保全法

頁 訂正箇所 誤 正 更新日

107 表
職権証拠調べ（207） できる できない

補充制 ない ない

職権証拠調べ（207） できる できない

補充性 ない ない

25/11/12

182 「第２．種類」の本文３行目 特別抗告：特に迅速に確定する必要から、 即時抗告：特に迅速に確定する必要から、 26/3/18



24肢別過去問集　平成元年～令和５年 民法 vol.1

肢別過去問集　平成元年～令和５年

民法 vol.1

頁 訂正箇所 誤 正 更新日

103 民法総則　問313（H29-06-ｱ）
の解説６行目

2025年12月１日に債務承認をしたＡは、 2025年12月１日に債務承認をしたＢは、 25/1/8

106 民法総則　問326（H21-05-ｴ）
の問題末尾

消滅時効は完成しない。 消滅時効は更新する。 24/6/26

106 民法総則　問327（H21-05-ｵ，
R05-17-ｳ）の問題末尾

消滅時効は完成しない。 消滅時効は完成が猶予される。 24/6/26

108 民法総則　問336（H21-05-ｳ）
の問題末尾

消滅時効は完成しない。 消滅時効は完成が猶予される。 24/6/26

141 物権法　問50（R02-07-ｱ）の
解説３行目

にすぎないものは登記の欠餓を主張 にすぎないものは登記の欠缺を主張 24/10/16

145 物権法　問64（H10-14-ｴ）の
解説２～３行目

かかる登記を対抗要件として捉えているため登記をまだ得ていないＡは
Ｃに対抗できないことになる。

かかる登記を対抗要件として捉えているため、登記をまだ得ていないＣ
に対してＡは自己の所有権を対抗することができる。

25/5/21

192 物権法　問216（S58-12-4，
H03-21-ｴ）の問題及び解答
解説

動産の売主に取消事由となり得る錯誤があった場合には、買主
は、〈以下略〉

〈法改正により削除〉 25/5/21

241 物権法　問364（H22-09-ｴ，
H27-10-ｴ，R05-10-ｲ）の解
説末尾

賠償分割は認められる（258Ⅰ②）。 賠償分割は認められる（258Ⅱ②）。 24/5/22

285 物権法　問508（R04-13-ｵ）
の解説６行目

ればならない負担から留置権者を開放するために認められた手続 ればならない負担から留置権者を解放するために認められた手続 24/8/14

321 物権法　問621（H30-14-ｴ）
の解説４行目

根拠となるすぎない。 根拠となるに過ぎない。 25/11/12

419 物権法　問893（R02-15-ｴ）
の解説４行目

第三者意義の訴えにより、 第三者異議の訴えにより、 25/7/9

419 物権法　問897（H26-15-ｴ）
の解説６行目

動産を換価処分し、文はこれを適正に評価 動産を換価処分し、又はこれを適正に評価 25/9/10



25肢別過去問集　平成元年～令和５年 民法 vol.2

民法 vol.2

頁 訂正箇所 誤 正 更新日

45 債権法　問148（H27-17-ｱ）
の解説６行目

は、公正証書を要する特則があることに注意（456の６以下）。 は、公正証書を要する特則があることに注意（465の６以下）。 25/7/9

80 債権法　問264（H08-08-ｱ，
H元-15-1，H23-16-3）の問
題３行目

いない場合には、ＡはＢに対して売買代金を請求することができ
る。

いない場合には、ＢはＡの売買代金請求を拒むことができない。 24/7/31

103 債権法　問342（R05-16-ｴ）
の解説３～４行目

特則であり、本肢のように履行の請求を受けた時から遅滞
の責任を負うことにはならない。なお、

特則であり、本肢のように履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う
ことにはならない。なお、

24/10/16

105 債権法　問346（H20-17-ｳ）
の解説

消費貸借の借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも
返還をすることができる（591Ⅱ）。したがって、目的物の返還の時期
の定めがある場合であっても、借主は、いつでもその返還請求をするこ
とができる。

消費貸借の借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも
返還をすることができる（591Ⅱ）。

24/11/6

108 債権法　問364（R04-18-ｱ）
の問題２行目

請求権については、貸主が返還を受けた時から 請求権については、使用貸借の貸主が返還を受けた時から 24/11/6

108 債権法　問365（R04-18-ｲ）
の問題１行目

借主が目的物の通常の必要費を支出したときは、 使用貸借の借主が目的物の通常の必要費を支出したときは、 24/11/6

110 債権法　問366（R04-18-ｳ）
の問題１行目

借主が目的物の改良のための費用を支出したときは、 使用貸借の借主が目的物の改良のための費用を支出したとき
は、

24/11/6

117 債権法　問389（H28-18-ｴ）
の解説２行目

しなければ賃貸人に対抗できない旨定める。 しなければ賃借人に対抗できない旨定める。 24/5/22

217 家族法　問200（H26-21-ｱ、
S61-13-3）の解説３行目

（818Ⅲ但書）。 （824の２Ⅰ②）。 26/3/18

238 家族法　問278（H11-05-5）
の問題１行目

ＡのＢに対する債権をＣが議り受けようとする場合に、 ＡのＢに対する債権をＣが譲り受けようとする場合に、 25/2/26

308 家族法　問521（H29-23-ｵ）
の問題

Ａが、遺言により、乙土地及び丙土地の遺贈については、これ
らの財産の価額を相続財産に算入することを要しない旨の意思表
示（持戻し免除の意思表示）をしていた場合には、Ｄは、Ｃに対し、
当該遺贈について遺留分侵害額請求権を行使することができな
い。

Ａが、遺言により、乙土地及び丙土地のＣに対する遺贈につい
ては、これらの財産の価額を相続財産に算入することを要しない
旨の意思表示（持戻し免除の意思表示）をしていた場合には、Ｄは、
Ｃに対し、当該遺贈について遺留分侵害額請求権を行使すること
ができない。なお、Ｃ及びＤはＡの相続人である。

25/3/19



26肢別過去問集　平成元年～令和５年 不動産登記法 vol.1

不動産登記法 vol.1

頁 訂正箇所 誤 正 更新日
11 問17（R04-12-ｳ）解説１行目 規３⑤）。 規３⑥）。 26/3/18

11 問20（H25-12-ｴ）解説１～２
行目

規３④）。 規３⑤）。 26/3/18

11 問22（H02-24-ｷ）解説２～３
行目

規３④）。 規３⑤）。 26/3/18

13 問31（H04-26-2）解説３行目 規３⑦）。 規３⑧）。 26/3/18
15 問33（H04-26-4）解説２行目 規３⑤）。 規３⑥）。 26/3/18
15 問34（R04-12-ｲ）解説１行目 規３⑨）。 規３⑩）。 26/3/18
17 問39（H08-18）解説16行目 規３⑤）。 規３⑥）。 26/3/18
21 問48（R04-12-ｵ）解説２行目 規３③）。 規３④）。 26/3/18
21 問49（H31-22-ｲ）解説２行目 規３③）。 規３④）。 26/3/18
23 問54（H21-23-ｴ）解説２行目 規３③）。 規３④）。 26/3/18
23 問55（H21-23-ｵ）解説２行目 規３⑤）。 規３⑥）。 26/3/18

23 問57（H22-18-ｳ、 R04-12-ｱ）
解説２行目

規３⑥）。 規３⑦）。 26/3/18

25 問59（H22-18-ｵ）解説２行目 （不登令３④）。 （不登規３⑤）。 26/3/18

29 問70（R03-13-ｵ）解説２～４
行目

当該他人に登記完了証が通知される（不登規183Ⅰ②）。そして、この
点を本問にあてはめると、登記完了証は被代位者である当該相続人に通
知されるため、

当該他人に登記が完了した旨を通知しなければならない（不登規183Ⅰ
②）。そして、この点を本問にあてはめると、登記が完了した旨を被代
位者である当該相続人に通知しているため、

25/3/19

33 問82（H25-19-ｴ）解説５行目 その所有権の移転の登記がされた場合、官公署の嘱託により抹消 その所有権の移転の登記がされた場合、裁判所書記官の嘱託により抹消 25/5/21
47 問94（H12-20-ｲ）解説４行目 規３⑥）。 規３⑦）。 26/3/18
97 問206（R02-14-ｳ）解説５行目 抹消を中訥することができる（昭43.5.29民甲1830号）。 抹消を申請することができる（昭43.5.29民甲1830号）。 25/5/21

101 問216（H25-13-ｳ，R05-15-ｴ）
の解説

複数不動産に関する一括申請は、原則として、①登記所の管轄、②「登
記の目的」、③「登記原因及びその日付」が同一である場合にすること
ができる（不令4）。本肢の場合は、②・③を充足しないので一括申請を
することができない。

一の申請情報によって申請をするためには、登記申請の当事者が同一
でなければならないが、本肢の場合、登記の申請人が異なる。根抵当権
の元本の確定の登記は、根抵当権者と設定者が共同して、又は根抵当権
者が単独で申請するのに対し、代位弁済による根抵当権の移転の登記は、
代位弁済をした者と根抵当権者が共同で申請する。したがって、登記の
申請人が異なるため、これらの登記を一の申請情報で申請することはで
きない。

25/1/8

139 問335（H14-27-ｱ）解説３行目 規３⑥） 規３⑦） 26/3/18
294 問737（H23-23-ｲ）問題２行目 あること又は受記権利者本人であることの確認を怠って あること又は登記権利者本人であることの確認を怠って 25/5/21



27肢別過去問集　平成元年～令和５年 不動産登記法 vol.2

頁 訂正箇所 誤 正 更新日
295 問736（H23-23-ｱ）解説４行目 ２年以下の懲役または50万円以下の罰金に ２年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に 24/10/16
297 問739（H23-23-ｴ）解説３行目 ２年以下の懲役または50万円以下の罰金に ２年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に 24/10/16

297 問740（H23-23-ｵ）解説２～３
行目

２年以下の懲役または50万円以下の罰金に ２年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に 24/10/16

301 問755（H29-27-ｲ）解説３行目 記を申請した際の財率を控除した割合を 記を申請した際の税率を控除した割合を 26/3/18

363 問905（H28-26-ｳ）解説３行
目以降

と規定する。そして、157条３項は、「処分についての審査請求を理由
があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認
めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか登
記上の利害関係人に通知しなければならない」と規定している。

と規定する。登記官が審査請求を理由があると認め、相当の処分をした
ときは、審査請求人に対し、当該処分の内容を通知しなければならない
（157Ⅰ、不登規186）。

25/10/22

不動産登記法 vol.2

頁 訂正箇所 誤 正 更新日

11 問26（H11-18-ｳ）解説 本肢のような74条１項１号と２項の規定の適用を同時に受ける所有
権保存登記はできない。試験対策上、保存登記の申請書に記載する根拠
条項は一つであると認識してほしい。

74条２項の保存登記の申請適格者は、表題部所有者から直接所有権
を取得した者に限られる。本肢のＣは、相続したＢの持分については、
74条２項の申請適格を満たさず、直接Ｃ名義の所有権の保存登記を申
請することはできない。

25/4/17

11 問27（H15-22-ｴ）解説 本肢のような74条１項１号と２項の規定の適用を同時に受ける所有
権保存登記はできない。試験対策上、保存登記の申請書に記載する根拠
条項は一つであると認識してほしい。

74条２項の保存登記の申請適格者は、表題部所有者から直接所有権
を取得した者に限られ、表題部所有者の相続人からの譲受人は含まれな
い。したがって、本肢のＣは、自らを名義人とする所有権保存登記を申
請することができない。

25/4/17

62 問154（H11-20-ｲ）問題５行目 ＣはＤの登記の欠触を主張する ＣはＤの登記の欠缺を主張する 25/7/9
63 問154（H11-20-ｲ）解説５行目 ＣはＤの登記の欠触を主張する ＣはＤの登記の欠缺を主張する 25/7/9
79 問198（H22-15-ｴ）解説２行目 規３⑨）、 規３⑩）、 26/3/18
108 問291（H10-20-ｵ）問題２行目 合において、当該共同担保物件の一部ついて 合において、当該共同担保物件の一部について 25/5/21
145 問377（H16-20-ｲ）解説１行目 当初の確定期目前に根抵当権者と設定者との 当初の確定期日前に根抵当権者と設定者との 25/6/18

275 問706（H29-26-ｳ）解説 103条１項は、委託者の住所「について変更があったときは、受託者は、
遅滞なく、信託の変更の登記を申請しなければならない」と規定してお
り、この登記の申請は、受託者の単独申請による。そのため、ＡとＣが
共同して申請する必要はない。

信託の登記において、委託者は登記事項（97Ⅰ①）であり、当該登
記事項について変更があったときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更
の登記を申請しなければならない（103Ⅰ）。したがって、委託者の変
更の登記は、受託者が申請する。

25/1/8



28肢別過去問集　平成元年～令和５年 会社法

頁 訂正箇所 誤 正 更新日

289 問746（R05-21-ｲ）解説４行目
以降

地目、地積、敷地権の種類及び割合を申請情報の内容とすることを要す
る（不登令３⑪ヘ）。したがって、本肢は、誤っている。

地目、地積を申請情報の内容とすることを要しない（不登令６Ⅰ③、不
登規34Ⅱ）。ただし、敷地権の種類及び割合は省略することができない
ため、申請情報の内容とすることを要する（不登令３⑪へ）。したがって、
本肢は、敷地権の種類及び割合についても省略することができるとして
いる点で誤っている。

26/1/14

会社法

頁 訂正箇所 誤 正 更新日

58 問178（H04-33-1）の問題１
行目

払込期目前に発行された株券は、 払込期日前に発行された株券は、 25/6/18

133 問401（H10-30-ｱ）の解説５
～ 13行目

通知し、実際の株主総会で事業譲渡等の決議に反対した株主であり（469
Ⅱ①）、株主総会の決議を要しない場合においては、全ての株主（略式
手続により事業譲渡等をする場合における当該特別支配会社を除く。）
をいう（469Ⅱ②）。本肢では、簡易な事業譲渡を考慮しないとしてい
ることから、469条１項かっこ書に該当しないため、469条２項にいう「反
対株主」にあたれば株式買取請求権を行使できる。そして、完全無議決
権株式を有する株主であっても、株主総会を要しない場合には「反対株
主」にあたりうることから、株式買取請求権を行使できないとは断言で
きないため、本肢は正しいとは言えない。

通知し、実際の株主総会で事業譲渡等の決議に反対した株主または当該
株主総会において議決権を行使することができない株主（469Ⅱ①）で
あり、株主総会の決議を要しない場合においては、全ての株主（略式手
続により事業譲渡等をする場合における当該特別支配会社を除く。）を
いう（469Ⅱ②）。本肢では、簡易な事業譲渡を考慮しないとしている
ことから、469条１項かっこ書に該当しないため、469条２項にいう「反
対株主」にあたれば株式買取請求権を行使できる。上記から、完全無議
決権株式を有する株主は、「反対株主」にあたることから株式買取請求
権を行使できる。よって、本肢は誤っている。

25/5/21

155 問468（H13-28-5、 H08-33-1、
H18-31-ｳ）の正誤

○ × 25/12/10

227 問699（H10-33-ｱ）の解説 株主の権利行使に関する利益供与の禁止（120Ⅰ）に違反して利益を
得た者は、株式会社に対し供与した利益の価格を返還しなければならな
い（120Ⅲ前段）。

株主の権利行使に関する利益供与の禁止（120Ⅰ）に違反して当該利
益の供与をすることに関与した取締役は、株式会社に対して、供与した
利益の価額に相当する額を支払う義務を負う（120Ⅳ・会社施規21）。

25/10/22

353 問24（H09-30-5）の解説１
～２行目

事業の譲渡がされた場合、当事者間においては、特段の合意をしない
限り、事業上の債務も譲受会社に移転するので、譲受会社が譲渡会社の
商号を

事業の譲渡がされた場合、当事者間においては、債務引受の合意をす
れば、事業上の債務も譲受会社に移転できる。譲受会社が譲渡会社の商
号を

26/1/14



29肢別過去問集　平成元年～令和５年 刑法

商業登記法

頁 訂正箇所 誤 正 更新日

14 問35（H06-32-2、 H10-31-ｴ、
H21-32-ｱ）の問題２行目

に堤出していた印鑑を に提出していた印鑑を 25/9/10

307 問767（H10-31-ｳ）の正誤及
び解説

○
商号の譲渡による変更の登記は、譲渡人の承諾書及び商法15条１項

の規定に該当することを証する書面を添付して譲受人から申請する（30
Ⅱ）。そして、この承諾書について譲渡人が提出した印鑑と同一の印鑑
での押印を要する（24⑦）。商号譲渡の真正の担保のためである。

×
この譲渡人の承諾書に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書
を添付しなければならない（商登規52の２本文）。ただし、当該承諾書
に押印した印鑑と当該譲渡人が登記所に提出している印鑑とが同一であ
るときは、市町村長の作成した印鑑の証明書を添付することを要しない
（商登規52の２ただし書）。

25/6/18

315 問795（H15-31-ｴ）の解説２
行目

また、承認が支配人を選任したときは、 また、商人が支配人を選任したときは、 25/7/9

347 問895（H03-40-3）の解説 私立学校法においては、理事長が、学校法人を代表し、またその業務
を総理し（私学37Ⅰ）、原則として理事長のみが代表権を有する。そして、
組合等登記令２条２項４号に掲げられている「代表権を有する者」とし
て、理事長の氏名、住所を登記することになる（平17.3.3民商496号）。
また、代表権の範囲又は制限に関する定めを設けている場合において、
理事長以外の理事が代表権を有するときは、当該理事の氏名、住所及び
資格を登記する。したがって、代表権を有しない理事は登記されない。

私立学校法においては、理事長が、学校法人を代表し、またその業務
を総理し（私学37Ⅵ）、原則として理事長のみが代表権を有する。そして、
組合等登記令２条２項４号に掲げられている「代表権を有する者」とし
て、理事長の氏名、住所を登記することになる（平17.3.3民商496号）。

25/6/18

民事訴訟法・民事執行法・民事保全法・供託法・司法書士法

頁 訂正箇所 誤 正 更新日

230 問82（H21-07-ｴ）の問題３
行目

買受人及び貿受人から当該不動産の 買受人及び買受人から当該不動産の 25/11/12

刑法

頁 訂正箇所 誤 正 更新日

108 問123（H20-25-ｳ）の問題１
行目

現金を詐取しょうとした 現金を詐取しようとした 26/3/18



302026 書式ひな形集 商業登記法

短答過去問集

令和７年度

頁 訂正箇所 誤 正 更新日

56 問17のアの解説４行目以降 したがって、目的物を持参しなかったＢに対し、Ａが履行遅滞に
よる損害賠償請求をするためには、Ａが債務の履行の提供をする
ことを要する。判例は、Ａが約定の期日に「代金支払の準備をし
て待っている」といった場合、現実の提供（民493本文）をした
ものとされ、その提供に先立ってその日時をＢに通知すること（い
わゆる「口頭の提供」、民493ただし書）を要しないとしている（最
判昭32.6.27）。

したがって、目的物を持参しなかったＡに対し、Ｂが履行遅滞に
よる損害賠償請求をするためには、Ｂが債務の履行の提供をする
ことを要する。判例は、買主が約定の期日に「代金支払の準備を
して待っている」といった場合、現実の提供（民493 本文）をし
たものとされ、その提供に先立ってその日時を売主に通知するこ
と（いわゆる「口頭の提供」、民493 ただし書）を要しないとし
ている（最判昭32.6.27）。

25/12/10

2026書式ひな形集

不動産登記法

頁 訂正箇所 誤 正 更新日

36 「053　所有権移転失効の定め
の廃止の登記」の変更後の事
項

変更後の事項　○番付記○号所有権移転失効の定め廃止 変更後の事項　○番付記○号所有権移転失効の定めの廃止 25/11/12

40 「060　相続放棄取消」の添付
情報

登記原因証明情報
登記識別情報（Ｂの甲土地甲区○番の登記識別情報又は登記済証）（注１）
印鑑証明書（Ｂの市町村長作成の印鑑証明書）（注１）

登記原因証明情報
登記識別情報（Ｂの甲土地甲区○番の登記識別情報又は登記済証）
印鑑証明書（Ｂの市町村長作成の印鑑証明書）

25/7/9

41 上から５行目 （注１）登記権利者が単独で申請する場合、提供は不要である 〈削除〉 25/7/9

105 「148　債務者の相続・合意の
登記後の追加設定」の添付情
報３～４行目

　　　　　　　印鑑証明書（Ｃの市町村長作成の印鑑証明書）
　　　　　　　代理権限証明情報（Ｂ及びＣの委任状）

　　　　　　　印鑑証明書（Ｃの市町村長作成の印鑑証明書）
　　　　　　　前登記証明書
　　　　　　　代理権限証明情報（Ｂ及びＣの委任状）

25/3/19

商業登記法

頁 訂正箇所 誤 正 更新日

83 下から10行目 吸収合併所滅会社の株主総会議事録 吸収合併消滅会社の株主総会議事録 25/9/10



312026 記述解法マスター 商業登記法

2026記述問題はじめの一歩

記述問題はじめの一歩

頁 訂正箇所 誤 正 更新日

45 問題文上から３行目 確認を行い、別紙14のとおり 確認を行い、別紙９のとおり 25/10/22

2026記述解法マスター

不動産登記法

頁 訂正箇所 誤 正 更新日

26 上から１行目 別紙１ 別紙２ 25/9/10

26 下から８行目 （別紙１に関する別紙） （別紙２に関する別紙） 25/9/10

77 解答例第３欄⑶の添付情報２
行目

Ｅの登記原因証明情報 Ｅの登記識別情報 25/9/10

商業登記法

頁 訂正箇所 誤 正 更新日

23 上から３行目 別紙９のほか、 別紙８のほか、 25/8/13

23 「⑤　印鑑証明書」アの上か
ら４行目

Ａは令和８年４月20日の Ａは令和８年４月12日の 26/2/12



322026 記述・択一パーフェクト 12 第６回

2026記述・択一パーフェクト12

第２回

頁 訂正箇所 誤 正 更新日

問題冊子
13

第11問、（答案作成に当たっ
ての注意事項）５の１行目

別紙１から別紙12までに現れている 別紙１から別紙９までに現れている 26/3/18

解説冊子
109

第11問、（答案作成に当たっ
ての注意事項）５の１行目

別紙１から別紙12までに現れている 別紙１から別紙９までに現れている 26/3/18

第３回

頁 訂正箇所 誤 正 更新日

問題冊子
10

第10問、上から１行目 正しいものの組合せ 誤っているものの組合せ 26/2/12

問題冊子
22

第11問、別紙６に関する別紙
の枠内３行目

１　被告は、甲土地の共有持分を放棄する。 １　被告は、乙土地の共有持分を放棄する。 26/2/12

解説冊子
171

第10問、上から１～２行目 正しいものの組合せ 誤っているものの組合せ 26/2/12

解説冊子
184

第11問、別紙６に関する別紙
の枠内３行目

１　被告は、甲土地の共有持分を放棄する。 １　被告は、乙土地の共有持分を放棄する。 26/2/12

第６回

頁 訂正箇所 誤 正 更新日

問題冊子
9

第８問、問題１行目 正しいものの組合せ 誤っているものの組合せ 26/3/18

解説冊子
367

第８問、問題１行目 正しいものの組合せ 誤っているものの組合せ 26/3/18

解説冊子
402

第11問、「３　先例による制
限」本文１行目

「支店」「支社」「支部」及び「出張所」 「支店」「支社」及び「出張所」 26/3/18



332026 記述・択一パーフェクト 12 第８回

第７回

頁 訂正箇所 誤 正 更新日

問題冊子
8

第８問、肢ウ２～３行目 変更をしようとするときは、登録株式質権者は、当該定款変更の
効力が生ずる日の前日までに、株券発行会社に対し、

変更をしたときは、略式質権者は、株券発行会社に対し、 26/3/18

問題冊子
8

第８問、肢エ 株券発行会社が、その株式に係る株券を発行する旨の定款の定め
を廃止する定款の変更をしたときは、略式質権者は、株券発行会
社に対し、質権者の氏名又は名称及び住所並びに質権の目的であ
る株式を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することが
できる。

株券発行会社が、株式の併合に際して、当該株式の全部について
株券を発行していない場合であっても、会社法上の公開会社であ
り、かつ株主から株券不所持の申出がされていないときは、当該
株式に係る株券を提出しなければならない旨の公告をしなければ
ならない。

26/3/18

解説冊子
31

第８問、肢ウ２～３行目 変更をしようとするときは、登録株式質権者は、当該定款変更の
効力が生ずる日の前日までに、株券発行会社に対し、

変更をしたときは、略式質権者は、株券発行会社に対し、 26/3/18

解説冊子
31

第８問、肢エ 株券発行会社が、その株式に係る株券を発行する旨の定款の定め
を廃止する定款の変更をしたときは、略式質権者は、株券発行会
社に対し、質権者の氏名又は名称及び住所並びに質権の目的であ
る株式を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することが
できる。

株券発行会社が、株式の併合に際して、当該株式の全部について
株券を発行していない場合であっても、会社法上の公開会社であ
り、かつ株主から株券不所持の申出がされていないときは、当該
株式に係る株券を提出しなければならない旨の公告をしなければ
ならない。

26/3/18

第８回

頁 訂正箇所 誤 正 更新日

問題冊子
8

第７問、上から３行目 ２ン（略） ２　（略） 26/3/18

問題冊子
10

第９問、肢ウ２～３行目 あった者全員を代表取締役とする あった者全員を代表清算人とする 26/3/18

問題冊子
15

第11問、別紙１「株式の譲渡
制限に関する規定」の右欄

当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を受けな
ければならない。

当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を要す
る。

26/3/18

解説冊子
97

第９問、肢ウ３行目 あった者全員を代表取締役とする あった者全員を代表清算人とする 26/3/18

解説冊子
106

第11問、別紙１「株式の譲渡
制限に関する規定」の右欄

当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を受けな
ければならない。

当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を要す
る。

26/3/18



342026 記述・択一パーフェクト 12 第 10 回

第９回

頁 訂正箇所 誤 正 更新日

問題冊子
3

第３問、肢イ３行目 できる旨の裁判をするには、 できる旨の裁判をした場合において、Ｃが甲建物に変更を加える
には、

26/3/18

問題冊子
16

第11問、【添付情報一覧】オ 登記識別情報（令和６年２月22日 登記識別情報（令和５年２月22日 26/3/18

解説冊子
147

第３問、肢イ３行目 できる旨の裁判をするには、 できる旨の裁判をした場合において、Ｃが甲建物に変更を加える
には、

26/3/18

解説冊子
148

第３問、肢イの解説下から１
行目

をするには、他の共有者Ａの をした場合において、Ｃが甲建物に変更を加えるには、他の共有
者Ａの

26/3/18

解説冊子
176

第11問、【添付情報一覧】オ 登記識別情報（令和６年２月22日 登記識別情報（令和５年２月22日 26/3/18

解説冊子
193

第11問、解答例第４欄の添付
情報

ア
オ
セ（Ｄのもの）
セ（Ｆのもの）

ア
オ
セ（Ｄのもの）
セ（Ｆのもの）
サ（Ｂのもの）

26/3/18

第10回

頁 訂正箇所 誤 正 更新日

解説冊子
251

第11問、上から１行目 令和８年６月６日変更 令和８年７月10日変更 26/3/18
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2026実力確認答練

第１回

頁 訂正箇所 誤 正 更新日

解説冊子
111

第31問、解答例第２欄２件目
の「登記原因及びその日付」

令和４年10月27日変更 令和４年10月27日住所移転 26/3/18

解説冊子
111

第31問、解答例第２欄２件目
の「上記以外の申請事項等」

変更後の事項
　債務者　宇都宮市上田町四丁目２番１号　Ｄ

変更後の事項
　債務者の住所　宇都宮市上田町四丁目２番１号

26/3/18

解説冊子
116

第31問、〈２件目の登記手続〉
の「②　登記原因及びその日
付」

②　登記原因及びその日付
　　令和４年10月27日変更

②　登記原因及びその日付
　　令和４年10月27日住所移転

26/3/18

解説冊子
116

第31問、〈２件目の登記手続〉
の「③　登記事項」

③　登記事項
　　変更後の事項　債務者　宇都宮市上田町四丁目２番１号　Ｄ

③　登記事項
　　変更後の事項　債務者の住所　宇都宮市上田町四丁目２番１号

26/3/18
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